
平成29年９月富津市議会定例会議案等概要

番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第１号

富津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制

定について

（提案理由）

専門的な知識経験等が必要とされる業務、一定の期

間内に終了することが見込まれる業務等において、期

間を限って必要な人材を任期付職員として採用できる

よう、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関

する法律（平成14年法律第48号）及び地方公務員法（昭

和25年法律第261号）の規定に基づき、職員の任期を定

めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特

例に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するも

のである。

（施行日）

平成30年４月１日

総務部

議案第２号

富津市健全な財政運営に関する条例の制定について

（提案理由）

将来にわたり持続可能な行政経営の実現に向け、市

の財政運営に関し、基本理念及び基本となる事項を定

めることにより、財政規律の維持及び向上を図り、も

って健全な財政運営に資するため、条例を制定するも

のである。

（施行日）

公布の日

総務部

議案第３号

富津市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

（提案理由）

定年退職等をした職員について、年金の支給が開始

されるまでの間の雇用を確保するとともに、当該職員

が培った知識及び経験を有効に活用できるよう、再任

用職員における任用年齢の制限の見直し等を行うた

め、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

平成30年４月１日

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第４号

富津市税条例等の一部を改正する条例の制定について

（提案理由）

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を

改正する法律等の一部を改正する法律（平成28年法律

第86号）が施行されること等に伴い、法人市民税法人

税割の税率の引下げ、軽自動車税環境性能割の創設等

を行うため、条例の一部を改正するものである。

（施行日）

平成31年10月１日。一部、公布の日

市民部

議案第５号

富津市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

（提案理由）

土地改良法等の一部を改正する法律（平成29年法

律第39号）が施行されること等に伴い、関連する条

文の整備等をするため、条例の一部を改正するもの

である。

（施行日）

土地改良法等の一部を改正する法律附則第１条の政

令で定める日。一部、公布の日

建設経済部

議案第６号

訴訟上の和解について

（提案理由）

平成27年（ワ）第184号建物明渡等請求事件について、

千葉地方裁判所木更津支部から和解勧告がなされ、和

解条項案が示されたこと並びに和解により原告及び被

告との間の紛争が早期に解決することを踏まえ、本事

件について訴訟上の和解をするため、議会の議決を求

めるものである。

建設経済部

議案第７号

千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更

及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する

規約の制定に関する協議について

（提案理由）

千葉県町村会に委託している軽自動車税の賦課徴収

に関する申告書の受付事務について、平成30年４月１

日から千葉県市町村総合事務組合で共同処理ができる

よう、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改

正する規約の制定をするため、地方自治法第286条第１

項の規定により関係地方公共団体と協議するに当た

り、同法第290条の規定により議会の議決を求めるもの

である。

（施行日）

平成30年４月１日

総務部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第８号

平成29年度富津市一般会計補正予算（第２号）

補正額 121,637千円

補正後の予算額 16,977,721千円

（主な内容）

・地域介護・福祉空間整備事業 2,889千円

・私立保育園運営事業 13,749千円

・水産振興事業 19,747千円

・水道事業統合広域化出資金（債務負担行為）

3,060,600千円

・富津岬荘和解金（債務負担行為） 20,000千円

総務部

議案第９号

平成29年度富津市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）

補正額 15,972千円

補正後の予算額 7,491,030千円

（提案理由）

平成28年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金など

を、歳出では国庫負担金返還金、県負担金返還金など

を増額するとともに、人事異動に伴う人件費補正をす

るものである。

健康福祉部

議案第10号

平成29年度富津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

補正額 1,534千円

補正後の予算額 552,534千円

（提案理由）

平成28年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金など

を、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金を増額す

るとともに、人事異動に伴う人件費補正をするもので

ある。

健康福祉部

議案第11号

平成29年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）

補正額 142,674千円

補正後の予算額 5,056,674千円

（提案理由）

平成28年度決算の確定に伴い、歳入では繰越金など

を、歳出では介護保険給付費準備基金積立金、国庫負

担金返還金などを増額するとともに、人事異動に伴う

人件費補正をするものである。

健康福祉部

議案第12号

平成29年度富津市水道事業会計補正予算（第１号）

補正額 98,143千円

補正後の予算総額 2,539,143千円

（提案理由）

人事異動に伴う人件費の補正及び拡張工事費の増額

に伴う資本的収入及び支出の補正をするものである。

水道部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第13号

平成28年度富津市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て

（決算概要）

歳入決算額 17,053,266千円

歳出決算額 16,209,464千円

差引 843,802千円

（提案理由）

地方自治法第233条第３項の規定により平成28年度

決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付するも

のである。

総務部

議案第14号

平成28年度富津市国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

（決算概要）

歳入決算額 7,524,109千円

歳出決算額 7,514,561千円

差引 9,548千円

（提案理由）

地方自治法第233条第３項の規定により平成28年度

決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付するも

のである。

健康福祉部

議案第15号

平成28年度富津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について

（決算概要）

歳入決算額 505,509千円

歳出決算額 501,300千円

差引 4,209千円

（提案理由）

地方自治法第233条第３項の規定により平成28年度

決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付するも

のである。

健康福祉部

議案第16号

平成28年度富津市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について

（決算概要）

歳入決算額 4,742,580千円

歳出決算額 4,593,849千円

差引 148,731千円

（提案理由）

地方自治法第233条第３項の規定により平成28年度

決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付するも

のである。

健康福祉部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

議案第17号

平成28年度富津市水道事業会計決算の認定について

（決算概要）

水道事業収益 1,492,176千円

水道事業費用 1,455,316千円

純利益 36,860千円

（提案理由）

地方公営企業法第30条第４項の規定により平成28年

度決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する

ものである。

水道部

議案第18号

平成28年度富津市温泉供給事業特別会計決算の認定に

ついて

（決算概要）

温泉事業収益 955千円

温泉事業費用 2,090千円

純損失 △1,135千円

（提案理由）

地方公営企業法第30条第４項の規定により平成28年

度決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する

ものである。

建設経済部

報告第１号

平成28年度決算に基づく富津市健全化判断比率及び富

津市資金不足比率の報告について

（報告理由）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項及び第22条第１項の規定により平成28年度決算に

基づく富津市健全化判断比率及び富津市資金不足比率

を監査委員の意見を付けて議会に報告するものであ

る。

総務部

報告第２号

専決処分の報告について

（報告理由）

道路の瑕疵等により発生した事故による損害賠償の

額を定めること及び和解について、地方自治法第180

条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２

項の規定により議会に報告するものである。

建設経済部

報告第３号

専決処分の報告について

（報告理由）

道路の瑕疵等により発生した事故による損害賠償の

額を定めること及び和解について、地方自治法第180

条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２

項の規定により議会に報告するものである。

建設経済部



番 号 件 名 及 び 概 要 関係部

報告第４号

専決処分の報告について

（報告理由）

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和解

について、地方自治法第180条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により議会に報告

するものである。

総務部

報告第５号

専決処分の報告について

（報告理由）

車両事故による損害賠償の額を定めること及び和解

について、地方自治法第180条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により議会に報告

するものである。

総務部


